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当協会は3月9日、大阪市北区のグランフロント

大阪 コングレコンベンションセンターにおいて運

送業界限定合同就職説明・面接会（第3回トラックJo

ｂFes）を開催、会員事業者等32社が面接会ブース

を出展し、トラック運送業界への就職を考えてい

る求職者63名が参加した。

本事業は、トラック運送業界の人材確保の一助

となることを目的に、業界全体の人材不足問題を

解決する突破口として、より直接的に人材を確保

することを目指しており、「物流の2024年問題」へ

の対策の一環として、トラック運送業界の慢性的

運送業界限定合同就職説明・面接会 
（第3回トラックJoｂFes）を開催

な人材不足を解消し、持続的かつ安定した輸送力

を確保するために開催している。

開会に先立ち、主催者を代表して当協会 岩井勝

彦 専務理事と、後援機関を代表して近畿運輸局 

大阪運輸支局 岡本 昇 支局長がそれぞれ出展事業

者に対して挨拶した後、来場した求職者へ会社説

明や面接が終日行われた。

各ブースでは求職者からの質問に対し、担当者

から丁寧な説明が行われ、求職者はメモを取りな

がら意欲的に面接を受けていた。

挨拶を行う
大阪運輸支局 岡本 昇 支局長
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一般消費者に「物流の2024年問題」等の物流業

界が抱える諸問題について理解を求めることを目的

に、3月19日、大阪市北区のグラングリーン大阪周

辺をはじめ大阪府下4カ所で、関係行政機関の地方

支分部局5機関による啓発リーフレット等の配布が

行われ、当協会も参加した。

本取組は、「トラックドライバーの不足や労働時

間の遵守」、「宅配便の再配達削減」等、物流が直面

している諸課題を解決するためには、物流事業者や

荷主企業、一般消費者が協力して取り組むことが効

果的であることから、令和6年4月に地方支分部局5

機関（大阪労働局、近畿農政局、近畿経済産業局、

近畿運輸局、公正取引委員会事務総局近畿中国四

国事務所）により締結された連携協定に基づいて実

施された。

また、同日、大阪市天王寺区の大阪国際交流セン

ターにおいて、近畿運輸局主催の「持続可能な物

流の実現に向けて」をテーマとしたセミナーが開催

された。セミナーの中で、トラック運送事業者の取

組紹介として、フジトランスポート㈱ 代表取締役

社長 松岡弘晃 氏から「持続可能な物流の実現に向

けての取り組み」について、センコー㈱ 事業政策

推進本部 輸配送事業推進部 常務理事 殿村英彦 氏

から『物流を「競合」から「協業」へ～「ダブル連

結トラック」・「TSUNAGU STATION」の事例より～』

について講演が行われた。

当協会は近畿運輸局大阪運輸支局と合
同で、3月25日、中央環状線 東大阪パー
キングエリアならびに寝屋川市の大阪ト
ラックステーションにおいて、トラック・
物流Gメン及びGメン調査員によるトラ
ック運転者への合同周知活動を実施した。
本活動は、トラックの運転者に対して

トラック・物流Gメンの制度について周
知するとともに、直接現場の声を聞き取
ることで違反原因行為となり得る情報を収集することを目的に実施された。
周知活動では、トラックドライバーに対して啓発チラシ等の配布を行い、荷待ち時間の状況等についてヒ

アリングを行った。

トラック・物流Gメン及びGメン調査員による
トラック運転者への合同周知活動を実施

「持続可能な物流の実現に向けて」
一般消費者へ啓発活動を実施
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大阪府高速道路交通安全連絡会（坂田喜信 会長）

は3月18日、阪神高速道路5号湾岸線（上り） 中島パ

ーキングにおいて大阪府警察本部交通部 高速道路

交通警察隊が実施した交通安全キャンペーンへ参

加した。

キャンペーンは、今年「大阪・関西万博」が開催

され、国内はもとより世界各国から多くの方が来場

大阪府警察では3月25日、大阪市中央区の大阪府警察本

部で第23回「みんなの約束・交通ルール！」交通安全コ

ンテスト表彰式を開催し、大阪府自動車交通事故防止実

行会（坂本克已 会長）から岩井勝彦 幹事長（（一社）大阪府

トラック協会 専務理事）が出席した。

表彰式では、各賞の表彰状の授与が行われた後、大阪

府自動車交通事故防止実行会 岩井勝彦 幹事長から副賞

として、交通安全を目的に同実行会が作製したヘルメッ

トが贈呈された。

することに伴い、来場者をはじめ高速道路の利用者

の安全に万全を期することを目的に実施された。

当日は保育園児による交通安全宣言や、大阪府警

交通部 交通安全教育班による交通安全教室が開催

された他、中島パーキングの利用者に交通安全啓

発グッズを配布した。

第23回「みんなの約束・交通ルール！」
交通安全コンテスト表彰式でヘルメットを贈呈

交通安全キャンペーンに参加
大阪府高速道路交通安全連絡会

大阪府自動車交通事故防止実行会
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当協会は、交通安全教育の推進に資するため、今年度も安全教育用の下敷きを作製し、大阪府内の教育委

員会を通じ、新就学児童（新小学1年生）約68,000名に配布した。

警察庁によると、令和2年から令和6年の過去5年間に全国で発生した歩行中の交通事故の軽傷を含む死傷者

数は、7歳が3,436人で最多となっている。登校に不慣れな小学1年生は、視野が狭く注意力が散漫な時期で、

保育園や幼稚園等のように保護者の送り迎えがなくなる中、一人での行動が増えて、危険予測ができずに事

故に遭うケースが多いことが背景にあるとみられる。

このような状況の中、当協会が作製した交通安全教育用下敷きは、歩行時や自転車乗車時のルールや、道

路標識の見方、トラックの死角等について児童にも分かりやすく解説したデザインとなっている。

当協会は引き続き大阪府内の各市町村に対し、
重点支援地方交付金について要望活動を実施し
た。
要望では、2月13日に忠岡町 杉原健士 町長に

対し、3月25日には貝塚市 酒井 了 市長に対し、
当協会 泉州支部 玉置三平 支部長をはじめ泉州支
部役員から要望書を手渡した。

※ 大阪府及び府下市町村への要望については
　 トラック広報2月号にも掲載しております

「重点支援地方交付金」について要望 
（忠岡町・貝塚市）

新就学児童に
交通安全教育用下敷きを配布

貝塚市長（写真右から2人目）へ要望
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第328回　常任理事会

<議案> 
 （1） 会員の入会の承認および退会について 
 （2） 第242回理事会への上程議案について 
 （3） その他

◇会員の入・退会について
新規会員として11社の入会と、18社（店）の退会

が承認された。

第242回　理 事 会

冒頭、岩井勝彦 専務理事から定足数について、
委任状出席を含め理事総数93名のうち56名の出席
があり、本会議が有効に成立する旨の報告に続き、
坂田喜信 会長が開会の挨拶を述べた。その後、次
の議題について審議し、いずれも原案どおり承認
された。

<議案> 
[報告事項] 
 （1）会員の入・退会について
[提案事項] 
 （1）令和7年度事業計画（案）について 

 （2）令和7年度会費の額および納入方法等（案）に
ついて 

 （3）令和7年度各会計収支予算（案）について 
 （4）近代化基金特定資産の一部取崩し（案）について
 （5）本部・支部のあり方について

その他

◇令和7年度事業計画（案）
＜事業計画＞
１．適正化事業実行運営委員会 
 （1）事業所の適正化

貨物自動車運送事業法に基づいた適正化事
業指導員が事業所を巡回し、法違反等の排除
に向け改善指導等を行う。特に、総合評価が
D・Eの事業所に対しては重点的に巡回指導等
を行い、法令遵守の徹底を図る。
・巡回計画予定数 通常巡回 2,150社 
 特別巡回 50社 

 （2）許・認可業務
事業者の事業計画等の申請手続きについて

の相談業務を行う。 
 （3）輸送サービスの向上

本・支部に設置された輸送サービスセンタ
ーにおいて貨物自動車運送事業に係る苦情や
相談等に対処し、適正で円滑な輸送サービス
の向上に努める。 

挨
拶
を
す
る 

当
協
会 

坂
田
喜
信 

会
長

第328回 常任理事会
第242回 理　事　会 を開催

令和7年度事業の主要課題（案）等を審議する「第328回常任理事会」、「第242回理事会」
ならびに関係会議を3月11日、大阪府トラック総合会館･研修センターにて開催し、次の
議題を審議し、いずれも原案通り承認された。
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 （4）全国実施機関・近畿各実施機関との連携
貨物自動車運送事業の輸送の安全性の向上

及び輸送秩序の確立、全国実施機関が実施す
る研修等への参加により適正化事業指導員・
適正化事業調査員の資質の向上・育成に努め、
併せて近畿各実施機関と連携を図り、指導業
務の充実に努める。また、指導管理業務の情
報処理システムの適切な活用を図り、貨物自
動車運送事業安全性評価事業（Gマーク）の
普及・促進に努める。 

 （5）Gメン調査員による活動の積極的な推進
貨物自動車運送事業者の適正な取引を阻害

する疑いのある荷主・元請け事業者等の違反
原因行為に係る情報取集及びトラック・物流
Gメンへの情報提供を行うとともに、トラッ
ク・物流Gメンと連携して荷主・元請け事業
者への周知ならびに協力要請を行う。 

 （6）実施機関の中立性確保
学識経験者をはじめ荷主、マスコミ関係者

等で構成された評議委員会を開催し、適正化
事業の適切な指導体制の強化を図り、組織の
運営において中立性及び透明性の確保に努め
る。 

 （7）運輸行政との連携
適正化事業を適切かつ効果的に推進するた

め、近畿運輸局及び大阪運輸支局との連携を
密にするとともに、諸課題への適切な対応を
図る。

2. 常任委員会ならびに特別委員会
総務委員会 
 （1） 事業計画・予算ならびに事業報告･決算に関

する審議 
 （2） 交付金事業の資金計画等の策定対処ならび

に申請手続き等の行政対処 
 （3）協会組織・運営方策の改善対処 
 （4）協会事業の総合的な企画及び調整 
 （5）自動車関係諸税制の負担軽減等対処 
 （6）施設の運営管理対処 
 （7）人権問題に対する啓発対処 
 （8）コンピュータ等の活用対処 
 （9）中央事業への出捐対処 
 （10）SDGsの推進

労働安全委員会 
 （1） 健康相談事業ならびに健康状態に起因する

事故防止対策事業の推進
①定期健康診断の受診促進

② ＳＡＳ（睡眠時無呼吸症候群）・脳疾患対
策の推進

③ 健康状態に起因する事故防止及びメンタ
ルヘルス対策の推進 

 （2）労働対策事業の実施
① 陸災防等との連携による労働災害防止対
策の推進

② 長時間労働の抑制ならびに、働き方改革
の実現に向けた対策の推進

③ 労働安全に関する関係機関からの情報の
周知ならびに啓発

交通･環境対策委員会 
 （1） 飲酒運転をはじめとする交通事故防止対策

の徹底 
 （2） 交通安全運動等における事故防止啓発活動

の実施 
 （3）交通安全対策支援機器の導入助成 
 （4）トラックドライバー・コンテストの実施 
 （5）過積載防止対策の推進 
 （6）環境・省エネ対策の推進 
 （7）環境対応車の普及促進 
 （8）各種環境保全啓発活動の推進 
 （9） 台風、大雨、地震等、大規模災害発生時に

おける緊急輸送体制の確立

経営改善委員会 
 （1） 物流改正法・改正改善基準告示等への対応な

らびに中小企業経営基盤強化対策の推進
①経営基盤強化対策

▽ 改正「標準的運賃・標準運送約款」及
び物流改正法・改正改善基準告示等の
普及促進

▽ コストの見える化と適正な運賃・料金
収受のための「原価計算セミナー」の
開催及び経営分析報告書の活用ならび
に経営診断事業の実施

②後継者等人材育成事業の推進
▽事業後継者育成事業の推進
▽中小企業大学校の受講促進 

 （2）都市内物流の効率化対策
①物流の効率化とＷｅｂＫＩＴの普及促進 

 （3）情報化の推進
① 会員事業者への情報提供としての研修会
の開催 

 （4）引越関係講習会の開催
①講習会の開催 

 （5）近代化基金の融資対処
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①一般融資
②ポスト新長期等導入融資

広報委員会 
 （1） 協会機関誌「トラック広報」の発行及びホ

ームページ等による各種情報の提供 
 （2） トラック輸送の果たす役割と重要性の理解

促進ならびに業界イメージの向上を図るた
めの効果的な対外広報の実施 

 （3） 人材不足の解消を目的とした業界のＰＲ及
び人材確保対策の推進 

 （4） ＳＮＳを活用した積極的な対外広報の実施

特別委員会 
 （1）組織・財政等特別委員会

 協会本部・支部組織及び財政等の諸問題に
ついて、検討対処を行う。 

 （2）交付金対策特別委員会
 運輸事業振興助成交付金に係る諸問題につ
いて、検討対処を行う。

3. 全ト協等との連携による事業の推進 
 （1） 物流革新に向けた物流改正法等への対応及

び事業許可の更新制等の導入 
 （2） 改正「標準的な運賃・標準運送約款」の活

用等による適正なコスト収受等転嫁対策の
推進 

 （3） 交通事故防止・飲酒運転根絶及び労災事故
防止対策の推進 

 （4） トラック・物流Gメン・Gメン調査員の連携
による荷主対策の深度化の推進 

 （5）燃料高騰対策等の推進 
 （6） 多様な施策による良質なドライバーの人材

確保及びマナー教育の推進 
 （7） 高速道路料金の割引の拡充及び重要物流道

路等広域道路ネットワークの整備など使い
やすい道路の実現 

 （8） 適正化事業の推進（D・E事業所の重点化）
による法令遵守の徹底 

 （9）新技術を活用した物流DX及び効率化の推進 
 （10）自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 
 （11）環境・GX対策及びSDGsの推進 
 （12） 広報媒体を活用した対外的なPR対策の積極

的な推進 
 （13） 大規模自然災害発生時における緊急輸送体

制の確立 
 （14）大阪トラックステーションの管理運営対処 
 （15） 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）開

催に係るインフラ等への対応

部　会
現在設置している11部会（①重量部会 ②鉄鋼
部会 ③百貨店部会 ④路線部会 ⑤タンクトラ
ック部会 ⑥海上コンテナ部会 ⑦セメント部
会 ⑧建設部会 ⑨取扱部会 ⑩引越部会 ⑪青
年部会）においては、部会ごとの対応を図る
とともに、次に掲げる共通事業を積極的に推
進する。 
（1）輸送秩序確立対策 
（2）事故防止、環境対策 
（3）荷主懇談会の開催 
（4）部会活動の活性化と法令遵守 
（5）その他各部会における諸課題への対応

事務局 
（1） 職員の知識の向上を図るとともに、職務意

欲の向上に努める。 
（2） 事務の合理化、効率化及び諸経費の節減を

図るとともに、費用対効果に努める。 
（3） 事務所内のごみ減量化のため、３Ｒ

（Ｒeduce＝発生抑制･Ｒeuse＝再使用･
Ｒecycle＝再生利用）の推進に努める。

会議予定 
（1）定時総会・・・6月に１回開催する。 
（2）常任理事会及び理事会 
（3）委員会及び部会 
（4）その他会議・・・必要に応じ随時開催する。

＜運輸事業振興助成交付金事業計画（案）＞
政令第１号．貨物の輸送の安全の確保に関する事業 
（1）自動車事故対策機構等の活用

▽ 交通事故の未然防止ならびに運行管理者の
資質向上を図るため、自動車事故対策機構
等が実施する運転者適性診断（一般診断）
ならびに運行管理者基礎講習の受講料の一
部を負担する。 

（2）ドライバーコンテストの開催等
▽ プロ・ドライバーとしての誇りと社会的責
務を自覚させ、知識・技能の向上を図るた
め、大阪府・大阪府警察本部・大阪運輸支
局等の後援により大阪府大会を開催すると
ともに、全国大会に選手を派遣する。 

（3）交通安全運動等の実施
▽ 大阪府・大阪府警察本部等の関係行政機関
と連携し春・秋の全国交通安全運動をはじ
め各種キャンペーン等に参加協力する。

▽ ドライブレコーダーをはじめ交通事故の防
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止に効果のある安全対策機器の購入に対し、
その費用の一部を助成し普及促進に努める
とともに、ドライバー等が受講する各種安
全教育・訓練等に対しても参加費用の一部
を助成することにより資質の向上を図る。

▽ 運転記録証明書の発行手数料の助成を行
い、ドライバーの意識改革や管理業務の徹
底を図る。

▽ 貨物自動車運送事業者における法遵守の必
要性ならびに交通安全知識の向上を図るた
め、運転者等に対する飲酒運転をはじめと
する事故防止セミナーを開催するととも
に、実践的対策として大阪府警察等との共
催で子供・高齢者に対する交通安全教室等
を実施する。

▽ 勤務時間内の交通事故、いわゆる交通災害
の発生を未然に防ぐため、陸上貨物運送事
業労働災害防止協会と協調し推進する。

（4）健康相談事業
▽ 睡眠時無呼吸症候群による交通事故を防止
するため、スクリーニング検査費用の一部
を助成することにより受診を促進し、疾病
の早期発見に努める。

また、勤務時間が不定期なことが多く、
定期健康診断の受診が困難なドライバーが
多い事から、受診しやすい日時・場所にて
受診ができるよう、健康診断ならびに深夜
業務従事者に対する健康診断を実施する。

▽ 国土交通省が平成30年2月に策定した「自動
車運送事業者における脳血管疾患ガイドラ
イン」に基づき、本年度も引き続き脳健診
助成事業を実施する。 

（5）過積載防止活動の実施
▽ 過積載防止街頭ＰＲ活動ならびに過積載防
止対策懇談会の活動を通じ、事業者のみな
らず荷主企業・府民に対し交通事故の原因
となる過積載運行の防止を呼び掛け、その
撲滅を図る。

政令第２号．サービスの改善及び向上に関する事業 
（1）中小企業経営基盤強化対策

▽ 「新たな「標準的な運賃」及び「標準運送約
款」の普及を図るため、会員だけではなく
荷主企業等へも「標準的な運賃」への理解
と協力を求めていく。また、物流改正法・
改正改善基準告示の普及促進にも努める。

▽ 平成２８年７月１日に施行された中小企業
等経営強化法に基づき、国土交通省が策定

した「貨物自動車運送事業分野に係る経営
力向上に関する指針」が示すコストの見え
る化を進めるため、次の施策に取り組む。
▼ 会員事業者が自社の適正な原価を把握で
きるよう、原価計算に関するセミナーを
開催する。

▼ 会員事業者が、業界の経営指標と自社の
コストを比較し、実態を把握できるよう、
公益社団法人全日本トラック協会が作成
する「経営分析報告書」を印刷、配布する。
また、経営改善のために外部の専門家に
よる経営診断を希望する事業者に対して
は、公益社団法人全日本トラック協会と
の連携の下、経営診断事業を推進する。

▽ 事業後継者等の人材育成を図るため、各支
部による「支部後継者育成等経営基盤強化
研修会」を開催するとともに、本部後継者
育成事業として、公益社団法人全日本トラ
ック協会が開催する青年部会全国大会への
参加助成を行なう。

▽ 会員各社の経営者や管理者の資質向上に資
するため、中小企業大学校の受講促進に努
める。 

（2）都市内物流の効率化対策
▽ ２０２５年大阪・関西万博では、会期中、
物流車両の輻輳が懸念されるため、各関係
機関との連携を図り、情報の共有に努め円
滑な物流を促す。

▽ 国土交通省策定の「貨物自動車運送事業分
野に係る経営力向上に関する指針」が示す
求荷求車システムの活用を促進するため、
本年度も大阪府貨物運送協同組合連合会と
の連携のもと、ＷｅｂＫＩＴ事業の円滑な
運営と普及促進を図る。 

（3）情報化の推進
▽ 生産性向上対策、人材不足対策の一環とし
て、中小企業の情報化に関するセミナーを
開催し、業務の効率化を推進する。 

（4）引越関係講習会の開催
▽ 公益社団法人全日本トラック協会におい
て、平成２６年度より開始された引越事業
者優良認定制度の資格要件の１つである引
越講習を開催することで受講を促し、同講
習会の拡充を図っていく。

政令第３号．環境の保全に関する事業 
（1）自動車交通公害等環境問題対策

▽ ＮＯｘ・ＰＭだけでなくカーボンニュート
ラルに向けて、CO2の削減も目指し、排出
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量の少ない環境対応車導入にかかる費用の
一部を助成し、普及促進に努める。

▽ エコドライブに効果のあるＥＭＳ機器やア
イドリングストップ機器ならびに低燃費タ
イヤの導入費用の一部を助成し、燃料消費
を抑えた効率輸送の実践ならびにカーボン
ニュートラルの検討等のグリーンエコプロ
ジェクトを促進する。

▽ トラックターミナル等の流通業務地区や港
湾地区およびその周辺において、路上駐車
による排気ガスやゴミの不法投棄等による
環境問題に対処するため、啓発活動を実施
する。また、路上駐車問題等の解消に向け、
大阪府警本部と駐車対策連絡会議を開催し
情報の共有に努める。 

（2）環境に配慮した経営促進への助成
▽ 事業者が自主的・計画的に環境対策に取り
組むよう、グリーン経営認証取得への助成
を行なう。

政令第４号．適正化に関する事業 
（1）安全運行パトロール事業

▽ 貨物自動車運送事業法に基づいた適正化事
業指導員が事業所を巡回し、法違反等の排
除に向け改善指導等を行う。特に、総合評
価がＤ・Ｅの事業所に対しては重点的に巡
回指導等を行い、法令遵守の徹底を図る。
また、適正化事業調査員による貨物自動車
運送事業者の適正な取引を阻害する疑いの
ある荷主・元請事業者等の違反原因行為に
係る情報収集およびトラック・物流Gメンへ
の情報提供を行うとともに、トラック・物
流Gメンと連携して荷主・元請事業者への
周知ならびに協力要請を行う。 

（2）輸送サービスセンター事業
▽ 輸送サービスセンターを窓口として、一般
利用者ならびに地域住民からの輸送に関す
る苦情・相談等に対処する。 

（3）啓発広報対策事業
▽ 貨物自動車運送事業の輸送の安全性の向
上、良質な輸送サービスの提供に資するた
め、貨物自動車運送事業安全性評価事業（G
マーク）の推進に努める。 

（4）輸送秩序確立対策事業
▽ 適正化事業実施機関の中立性・透明性を高
めるため適正化事業実施機関評議委員会の
活用を図るとともに、適正化事業を効果的
に推進するため、他の事業との調整をはか

りつつ、計画に基づき貨物自動車運送事業
法第３９条に定める事業を積極的に推進
し、秩序確立に資するための啓発活動を実
施する。

政令第６号．震災等災害時物資輸送体制整備に関
する事業 
（1）緊急輸送訓練活動　

▽ 各支部の緊急輸送訓練の実施、ならびに行
政機関等が実施する各種訓練に積極的に参
加するとともに、業界内での緊急輸送体制
の一層の充実を図る。

（2）緊急輸送体制の整備
▽ 大規模災害発生時の緊急輸送活動等に迅速
に対応するため、関係行政機関・トラック
協会・事業者間の連絡体制の整備、強化、
緊密化を図るとともに、ラスト・ワンマイ
ル対策を兼ねた輸送訓練を実施する。

政令第８号．中央出捐金支出 
（1）中央事業出捐

▽ 全国的規模の事業を実施、推進するため、
公益社団法人全日本トラック協会へ交付金
額の２３．０％を出捐する。

政令第１～７号．共通事業 
（1）広報事業

▽ 事業用トラックによる各種輸送サービスの
向上に資するためトラック広報等の効果的
活用と併せて、トラック輸送の果たす役割
と重要性の理解促進ならびに業界のイメー
ジの向上を図るため「トラックの日」行事、
「児童絵画コンクール」等の各種広報活動を
積極的に推進する。また、ドライバーの人
材確保を目的とした運送事業者合同の就職
説明会を開催する。 

（2）管理事業
▽ 令和7年度の交付金を効果的かつ円滑に運用
するため、各事業の実施について適正な事
務管理を行なうとともに、関係行政機関に
対する承認申請等の諸手続きを行ない、交
付金事業の円滑な推進に努める。また、電
算化システムの整備を図り、各事業推進の
ための情報管理、事務処理ならびに協会「ホ
ームページ」運営等、コンピュータの有効
活用に努める。
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◇ 令和7年度会費の額および納入方法等について
（案）
1.会費の額並びに納入方法は、次のとおり。
≪会費の額≫
①貨物自動車運送事業者

▽平等割（1会員1ヶ月当り）4,500円
▽車両割（1台1ヶ月当り）
【普通車（ 4トン以上、けん引車を含む）および
小型車（積載量4トン未満）】

区分 普通車 小型車

30台まで 420円 210円

31台～200台まで 410円 200円

201台～500台まで 400円 190円

501台以上 390円 180円

【被けん引車】
区分 ﾎﾟｰﾙﾄﾚｰﾗ以外 ﾎﾟｰﾙﾄﾚｰﾗ

30台まで 140円 110円

31台～200台まで 130円 100円

201台～500台まで 120円 90円

501台以上 110円 80円

②貨物運送取扱事業者（専業者に限る）
▽平等割（1会員1ヶ月当り）4,500円
▽取扱専業者割（1会員1ヶ月当り）7,500円

≪納入方法≫
協会発行の請求書により、四半期ごとに納入。

2. 入会金の額並びに納入方法は、次のとおり。
≪入会金の額≫
新規加入者１者につき50,000円

≪納入方法≫
入会申込と同時に納入するものとする。

3.  会費請求額の修正を行う特別措置は、「会費車
両台数変更連絡票」により、所属支部あてＦＡ
Ｘで連絡を頂いた会員事業者に限り、次により
修正した会費請求書を発行するものとする。 

（1） 4月～ 6月中に会費車両台数の変更があり、
７月10日までに所属支部あて連絡を頂いた場
合に限り、修正した2期分（ 7月分～ 9月分）
請求書を発行するものとする。 

（2） 10月～12月中に会費車両台数の変更があり、
1月10日までに所属支部あて連絡を頂いた場
合に限り、修正した4期分（ 1月分～ 3月分）
請求書を発行するものとする。
注1.   1期分（4月分～ 6月分）請求書は、従来通

り、3月末現在運輸支局に登録された実
在車両数に基づき発行するものとする。

注2.   3期分（10月分～ 12月分）請求書は、
従来通り、9月末現在運輸支局に登録さ
れた実在車両数に基づき発行するもの
とする。

◇令和7年度 各会計収支予算（案）について
◆実施事業等会計収支予算書（案）
〇�令和7年度 実施事業等（輸送の振興・安全・環
境保全事業）収支予算書（案）

≪Ⅰ事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①交付金収入＝591,567,000円
②（公社）全ト協助成金収入＝90,000,000円
③特定資産運用収入＝9,520,000円
④雑収入＝10,000円
▼事業活動収入計＝691,097,000円

2．事業活動支出
① 政令第1号．貨物の輸送の安全の確保に関
する事業支出＝299,995,900円

② 政令第2号．サービスの改善及び向上に関
する事業支出＝15,090,000円

③ 政令第3号.環境の保全に関する事業支出＝
63,816,000円

④ 政令第4号.適正化に関する事業支出＝
178,815,000円

⑤ 政令第6号．震災等災害時物資輸送体制整
備に関する事業支出＝15,964,200円

⑥ 政令第8号.中央出捐金支出＝136,060,410円
⑦政令第1～ 7号.共通事業支出＝149,700,000円
⑧利子補給事業支出＝41,000,000円
▼事業活動支出計＝900,441,510円
▽事業活動収支差額＝-209,344,510円 

≪Ⅱ 投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入

①特定資産取崩収入＝1,421,814,100円
②他会計からの繰入額＝46,060,410円
▼投資等活動収入計＝1,467,874,510円

2．投資等活動支出
①特定資産取得支出＝1,260,000,000円
▼投資等活動支出計＝1,260,000,000円
▽投資等活動収支差額＝207,874,510円 

≪Ⅲ 予備費＝29,298,000円≫
▽当期収支差額＝-30,768,000円
▽前期繰越収支差額＝30,768,000円
▽次期繰越収支差額＝0円
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◆令和7年度 その他会計収支予算書（案）
○�令和7年度 他１.会員関連事業（会員厚生事業）
収支予算書（案）

≪Ⅰ 事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①特定資産運用収入＝164,000円
②会費収入＝409,700,000円
③入会金収入＝0円
④事業収入＝4,000,000円
⑤雑収入＝92,000円
▼事業活動収入計＝413,956,000円

2．事業活動支出
①事業費支出計＝446,498,000円
▽事業活動収支差額＝-32,542,000円 

≪Ⅱ 投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入

①事業運営特定資産取崩収入＝63,250,000円
▼投資等活動収入計＝63,250,000円

2．投資等活動支出
①固定資産取得支出＝2,160,000円
②他会計への繰出金支出＝99,310,410円
▼投資等活動支出計＝101,470,410円
▽投資等活動収支差額＝-38,220,410円

≪Ⅲ 予備費支出＝6,685,971円≫
▽当期収支差額＝-77,448,381円
▽前期繰越収支差額＝77,448,381円
▽次期繰越収支差額＝0円

○�令和7年度 他１.会員関連事業（信用保証事業）
収支予算書（案）

≪Ⅰ 事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①基本財産運用収入＝0円
②特定資産運用収入＝5,000円
③事業活動収入＝625,000円
④雑収入＝2,000円
▼事業活動収入計＝632,000円

2．事業活動支出
①事業費支出＝14,129,000円
▼事業活動支出計＝14,129,000円
▽事業活動収支差額＝-13,497,000円

≪Ⅱ 投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入計=0円
2．投資等活動支出計＝0円

▽投資等活動収支差額＝0円
≪Ⅲ 予備費支出＝37,703,000円≫
▽当期収支差額＝-51,200,000円
▽前期繰越収支差額＝51,200,000円
▽次期繰越収支差額＝0円

○�令和7年度 他2.収益事業（総合会館運営事業）
収支予算書（案）

≪Ⅰ 事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①特定資産運用収入＝2,047,000円
②事業収入＝103,417,000円
③雑収入＝170,000円
▼事業活動収入計＝105,634,000円

2．事業活動支出
①事業費支出＝110,035,000円
▼事業活動支出計＝110,035,000円
▽事業活動収支差額＝-4,401,000円

≪Ⅱ 投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入計＝10,000,000円
2．投資等活動支出計＝20,000,000円

▽投資等活動収支差額＝-10,000,000円
≪Ⅲ 予備費支出＝140,912,323円≫
▽当期収支差額＝-155,313,323円
▽前期繰越収支差額＝155,313,323円
▽次期繰越収支差額＝0円

○�令和7年度 他2.収益事業（地区ＳＣ）収支予算書
（案）
≪Ⅰ 事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①事業収入＝13,848,000円
②雑収入＝3,000円
▼事業活動収入計＝13,851,000円

2．事業活動支出
①事業費支出＝11,908,000円
▼事業活動支出計＝11,908,000円
▽事業活動収支差額＝1,943,000円

≪Ⅱ 投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入計＝106,500,000円
2．投資等活動支出計＝108,000,000円

▽投資等活動収支差額＝-1,500,000円
≪Ⅲ 予備費支出＝6,350,273円≫
▽当期収支差額＝-5,907,273円
▽前期繰越収支差額＝5,907,273円
▽次期繰越収支差額＝0円

◇令和7年度 法人会計収支予算書（案）
〇令和7年度 法人会計収支予算書（案）
≪Ⅰ事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①特定資産運用収入＝2,351,000円
②会費収入＝72,300,000円
③入会金収入＝0円
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④事業収入＝940,000円
⑤雑収入＝11,000円
⑥出向者受入収入＝30,000,000円
▼事業活動収入計＝105,602,000円

2．事業活動支出
①管理費支出＝142,333,000円
▼事業活動支出計＝142,333,000円
▽事業活動収支差額＝-36,731,000円

≪Ⅱ投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入

①特定資産取崩収入＝53,250,000円
▼投資等活動収入計＝53,250,000円

2．投資等活動支出
①特定資産取得支出＝30,000,000円
②固定資産取得支出＝1,330,000円
③他会計への繰出金支出＝53,250,000円
▼投資等活動支出計＝84,580,000円
▽投資等活動収支差額＝-31,330,000円

≪Ⅲ 予備費支出＝43,882,546円≫
▽当期収支差額＝-111,943,546円
▽前期繰越収支差額＝111,943,546円
▽次期繰越収支差額＝0円

◇近代化基金特定資産の一部取り崩し（案）
▼取崩合計額＝160,000,000円
＜取崩額（案）内訳＞

①令和6年度交付金事業負担＝130,000,000円
②令和7年度利子補給充当額＝30,000,000円

▼取崩理由　
①交付金事業費（実施事業等（輸送の振興・
安全・環境保全事業））の本年度自社負担額
に充当するため。
②基金運用収入の減少に伴い、一般融資・ポ
スト新長期融資等の近代化基金融資に係る令
和7年度利子補給事業等に充当するため。

▼取崩期日
①令和6年度期中
②令和7年度期中
※ 但し、交付金事業費においては、期中にお
ける見込額である為、実際の決算額で取り
崩しを行なうため、差異が発生する場合が
あることをご了承下さい。

◇本部・支部のあり方について（案）�
（提案事項）

大阪府トラック協会は平成25年4月に「社団法
人」から「一般社団法人」に移行しました。
先般、本部と支部のあり方を検討いただいて

おりました組織・財政等特別委員会からの答申
を受け、今後は「ひとつの一般社団法人」とし
て整合性を確立するため、本部と各支部の事業
計画・予算・事業報告・決算を一体的に審議・
承認する体制を整える必要があります。
令和8年度をめどに、本部の「理事会」・「総会」

で各支部の内容もまとめて審議・承認すること
を提案いたします。

第108回適正化事業実行運営委員会

＜議題＞ 
 （1） 令和7年度 大阪府貨物自動車運送適正化事業

実施機関 事業計画（案）について 
 （2） 令和7年度 大阪府貨物自動車運送適正化事業

実施機関 収支予算（案）について 
 （3） その他

◇�令和7年度大阪府貨物自動車運送適正化事業実
施機関 事業計画（案） 

　※詳細は第242回理事会の記事をご参照下さい。

◇ 令和7年度大阪府貨物自動車運送適正化事業実
施機関 予算（案） 
○政令第4号 適正化に関する事業
　①安全運行パトロール費＝144,475,000円
　②輸送サービスセンター運営費＝23,040,000円
　③啓発広報活動費＝3,000,000円
　④輸送秩序確立対策費＝8,300,000円
　▼合計＝178,815,000円
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令和6年度後継者育成勉強会（河北支部）
当協会 河北支部(𠮷田正則 支部長）は吹田市の吹田さんくす
ホールにおいて令和6年度後継者育成勉強会を開催、会員事
業者19名が参加した。「健康経営で物流業界の未来を考える」
をテーマにGLOW㈱ならびに木村企画の担当者によりグルー
プディスカッション形式で勉強会が行われた。

令和6年近畿ブロック適正化事業指導員研修会 
【（一社）近畿トラック協会】

(一社）近畿トラック協会(平島竜二 会長）は、大阪市中央区
のホテルモントレ ラ・スール大阪において令和6年近畿ブロ
ック適正化事業指導員研修会を開催、近畿運輸局ならびに
近畿各府県運輸支局の職員、(公社）全日本トラック協会な
らびに近畿各府県トラック協会の職員等、約70名が参加し
た。研修会では国土交通省 担当官より「トラック運送事業
の現状と課題・改正物流効率化法」について、大阪労働協 
担当官より「令和６年４月施行の働き方改革関連法・改善
基準告示」について等の講義が行われた。

被災者支援団体に寄附
（河北支部 青年部会連合会）
当協会 河北支部青年部会連合会
(固本秀孝 連合会長)は、大阪市北
区の読売新聞大阪本社において、
社会福祉法人 読売光と愛の事業団に対して、同連合会が2年
間に実施したチャリティーボウリング大会やゴルフコンペ
に寄せられた参加者からの寄附金を、能登半島地震をはじ
めとする被災者支援に寄贈した。

整備管理者選任前研修
近畿運輸局大阪運輸支局主催による整備管理者選任前研修
が大阪府トラック総合会館にて開催、会員事業者53名が参
加した。当研修は道路運送車両法に基づき、整備管理者へ
の選任を予定している方向けの研修であり、研修会では近
畿運輸局大阪運輸支局 検査・保安部門の担当官より「整備
管理者の役割」や「自動車の点検整備の内容」等の講義が
行われた。

令和6年度第3回研修会【青年部会】
当協会 青年部会 (中邨 一 部会長)は、大阪府トラック総合会
館において令和6年度第3回研修会を開催した。研修会では
大和証券㈱の担当者より、「2025年の株式市場展望」につい
て等の講演が行われた。

西税務署から啓発協力への感謝状（西支部）
当協会 西支部（武本琢也 支部長）は、大阪国税局 西税務署か
らの依頼に基づき、西支部の会員事業者がトラックの車体
前面に申告を呼び掛ける幕を取り付けて走行し、適正な納
税啓発活動へ協力したことに対して、大阪国税局 西税務署
吉原潤子 署長より感謝状が贈呈された。

「多様化する点呼方法・最近の
状況セミナー」【鉄鋼部会】

当協会 鉄鋼部会 (木村貴広 部会長)は、大阪市中央区の大成
閣において「多様化する点呼方法・最近の状況セミナー」を
開催した。セミナーでは日本貨物運送協同組合連合会の担当
者より「自動点呼を取り巻く最近の状況」について、共栄シ
ステム㈱の担当者より「多様化する点呼方法～機器選定ポイ
ント～」について講演が行われた。

2 月28日

3 月10日

3 月4日

3 月14日

3 月19日

3 月19日

3 月6日
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(一社）近畿トラック協会（平島竜二 会長）は3月
25日、大阪市北区のホテル阪急レスパイア大阪に
おいて、第45回理事会を開催し、令和7年度の事
業計画（案）ならびに予算（案）等について審議した
後、いずれも原案どおり承認された。
また、令和6年度に主要施策事業として実施した

物流の2024年問題のアンケート調査や、広報事業
として実施したマイナビニュースへの記事掲載（下
記記事参照）について報告が行われた。

(一社)近畿トラック協会(平島竜二 会長)は令和6年
度の広報事業の一環として、深刻な人材不足が課題
となっているトラック運送業界について求職者に業
界の魅力を発信することを目的に、マイナビニュー
スに記事掲載を行った。
多くの求職者が利用する求人媒体「マイナビ」通

じて、求職者を対象にトラック運送業界に関するア
ンケート調査を実施し、その結果をもとに、近畿2
府4県トラック協会長が座談会を開き、求職者がト
ラック運送業界に抱いている不安や誤解について丁
寧に回答し、業界のイメージを刷新した。
記事については、3月下旬よりマイ

ナビニュースに掲載されている他、
近畿各府県トラック協会で活用して
いくほか、各府県会員事業者にも活
用していただくこととしている。

(一社)近畿トラック協会
 第45回 理事会を開催

(一社)近畿トラック協会

マイナビニュースに記事掲載

【議題】
（1）業務執行状況報告について
（2）�主要施策事業（物流の2024年問題アンケート）

について
（3）広報事業（マイナビニュース記事掲載）について
（4）令和6年度予算の変更について
（5）令和7年度事業計画（案）・収支予算（案）について
（6）その他

（こちらのQRコードから
ご覧いただけます）
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トラック関係施策に関する要望と
税制改正大綱・予算等（最終版）について

令 和
７年度 

トラック広報令和 7 年 1月号にて、「令和 7 年度トラック関係施策に関する要望と税制改正大綱（速報版）」
ならびに、トラック関係「令和 6 年度補正予算・令和 7 年度予算案」についてご案内いたしましたが、この
たび 3月 31日に令和 7 年度予算が国会で成立いたしましたので、「令和 7 年度トラック関係施策に関する要
望と税制改正大綱・予算等（最終版）」について改めてご案内いたします。

※令和 7 年度トラック関係税制改正に関する要望と税制改正大綱の主な内容は次のとおり

要 望 事 項 令和７年度税制改正大綱（令和６年１２月２７日閣議決定版）の内容

●税制改正関連要望事項

１．自動車関係諸税の簡素化・軽減等

（１）自動車関係諸税の簡素化・軽減

・自由民主党、公明党及び国民民主党の幹事長間で「いわゆる「ガソリンの暫定税率」は、廃止
する。具体的な実施方法等については、引き続き関係者間で誠実に協議を進める。」ことが合
意された旨、大綱に記載された。
・自動車関係諸税の見直しについては、「日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望等を踏
まえるとともに、「2050 年カーボンニュートラル」目標の実現に積極的に貢献するものでなけれ
ばならない。
（中略）自動車関係諸税を負担する自動車ユーザーの理解にも資するよう、受益者負担・原因
者負担といった課税の考え方や、これまでの沿革等を踏まえつつ、使途の明確化を図るととも
に、受益と負担の対応関係を分かりやすく説明していく。その際、中長期的には、データの利活
用による新たなモビリティサービスの発展等、自動車の枠を超えたモビリティ産業の発展に伴う
経済的・社会的な受益者の広がりや保有から利用への移行等を踏まえるとの考え方を踏まえ
つつ、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点から、車体課税・燃料課税を
含め総合的に検討し、見直しを行う」とされた。
・車体課税については、「取得時における負担軽減等課税のあり方を見直すとともに、自動車の
重量及び環境性能に応じた保有時の公平・中立・簡素な税負担のあり方等について、関係者の
意見を聴取しつつ検討し、令和8年度税制改正において結論を得る」とされた。また、利用に応
じた負担の適正化に向けた課税の枠組みについて、「使途、執行・関係技術等を踏まえ検討し、
課税の枠組みについて、令和8年度税制改正において結論を得る」とされた。

（２）自動車関係諸税における営自格差の拡充 ・自動車税における営自格差の見直しについては、言及されなかった。

（３）自動車重量税の道路特定財源化 ・自動車重量税の道路特定財源化については、言及されなかった。

２．中小企業投資促進税制の特例措置の延長 ・適用期限が2年延長された。

３．特例措置の延長

（１）自動車税環境性能割のＡＳＶ（先進安全自動
車）特例措置の延長

・歩行者検知機能付き衝突被害軽減制動制御装置を搭載した車両総重量3.5t超のトラック（新
車）等の取得に係る自動車税（環境性能割）の特例措置を2年延長するとされた。

（２）中小企業・協同組合等の法人税率の特例措置の
延長

・所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額
に適用される税率を17％（現行：15％）に引き上げる見直しを行った上で、適用期限が2年延長
された。

（３）中小企業経営強化税制の特例措置の延長 ・適用要件を見直した上で、適用期限が2年延長された。

（４）中小企業防災・減災投資促進税制の特例措置の
延長（特定事業継続力強化設備等の特別償却制度）

・適用要件を見直した上で、適用期限が2年延長された。

４．トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連
施設等について固定資産税の軽減措置の適用

・固定資産税の軽減措置の適用については、言及されなかった。
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※令和 7年度トラック関係施策に関する要望と令和6年度補正予算・令和 7年度予算の主な内容は次のとおり

要 望 事 項 令和６年度補正予算の主な内容

●道路関係要望事項

令和６年度補正予算

○令和6年度補正予算については、令和6年12月17日に成立した。

①物流の革新や持続的成長に向けた中長期計画を踏まえた取組の推進（387億円）

②自動車運送事業の各種申請手続オンライン化に伴う申請手続の最適化・効率化のための調査（2.19億円)

③持続可能な物流を支える物流効率化実証事業（23億円）＜経産省事業＞

④物流革新に向けた取組の推進のうち持続可能な食品等流通緊急対策事業（30億円）＜農水省事業＞

⑤運輸業、海運業等における人材確保・育成等（12.7億円）

⑥生産性向上や民間投資の誘発等に資する港湾機能の強化（143億円）

⑦商用車等の電動化促進事業（400億円）＜環境省・経産省連携事業＞

⑧サステナブル倉庫モデル促進事業（48億円の内数）＜環境省連携事業＞

⑨高速道路料金の大口・多頻度割引の拡充措置の延長（78億円）

⑩災害時における物流・人流の確保（2,494億円）

・迅速な復旧・復興のための高規格道路の未整備区間の整備や4車線化等の推進、

道路等の防災・減災対策の推進 等

⑪通学路等の交通安全対策の推進（202億円）

・高速道路の暫定2車線区間の4車線化等の推進 等

⑫効率的な物流ネットワークの早期整備・活用（621億円）

・三大都市圏環状道路等の整備推進、安全・円滑な物流等のための道路ネットワーク構築等の推進、

ダブル連結トラックによる省人化、SA・PA駐車マス不足の解消 等

⑬地域・拠点の連携を促す道路ネットワークの整備（1,974億円）

・地域・拠点をつなぐ高速道路ネットワークの構築、スマートICの活用 等

⑭重点支援交付金の追加（1兆円）

・推奨事業メニュー（6,000億円）

令和７年度予算

○令和7年度予算については、下記の通り、令和7年3月31日に成立した。

（○トラック運送事業関係）

①物流の革新や持続的成長に向けた中長期計画を踏まえた取組の推進（163億円）

②人手不足解消に向けた自動運転トラックによる幹線輸送実証事業（0.08億円）

③自動車運送業における外国人材の適正な受入環境の確保（0.47億円）

④自動車運送事業の安全対策事業（3.54億円）

⑤運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業（14.15億円）＜環境省・農水省連携事業＞

⑥環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業（33.02億円）＜環境省・経産省連携事業＞

⑦トラック輸送における更なる省エネルギー化に向けた推進事業/新技術活用によるサプライチェーン全体

輸送効率化・非化石エネルギー転換推進事業（62億円の内数）＜経産省事業＞

⑧物流の革新に向けた取組の推進＜農水省事業＞

・持続可能な食品等流通対策事業（1.2億円）

・食品流通拠点整備の推進（120億円の内数）

（○道路関係）

①災害時における物流・人流の確保（4,103億円）

・迅速な復旧・復興のための高規格道路の未整備区間の整備や4車線化等の推進、

道路等の防災・減災対策の推進 等

②通学路等の交通安全対策の推進（2,501億円）

・高速道路の暫定2車線区間の4車線化等の推進 等

③効率的な物流ネットワークの早期整備・活用（3,676億円）

・三大都市圏環状道路等の整備推進、安全・円滑な物流等のための道路ネットワーク構築等の推進、

ダブル連結トラックによる省人化、SA・PA駐車マス不足の解消 等

④地域・拠点の連携を促す道路ネットワークの整備（3,732億円）

・地域・拠点をつなぐ高速道路ネットワークの構築、スマートICの活用 等

（○厚生労働省関係）

①業務改善助成金（15億円）

②人材開発支援助成金（訓練関係）（545億円の内数）

③中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業（30億円）

④働き方改革推進支援助成金（92億円）

⑤両立支援等助成金（育児休業等支援コース他）（358億円）

⑥両立支援等助成金（不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース）（0.84億円）

⑦民間企業における女性活躍促進事業（2.4億円）

１．高速道路料金徴収期限の延長を踏まえた
利便性向上策の推進

２．高速道路料金等の引下げ

３．物流基盤の整備

４．特殊車両通行許可に係る諸課題の改善

５．その他施策の推進

●予算・施策関係要望事項

１．物流革新に向けた政策パッケージへの
対応にかかる支援

２．燃料価格高騰への支援

３．環境・交通安全対策に係る支援

４．施策要望
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このコーナーでは、危険予知訓練（ＫＹＴ）のＫＹＴシートや事業用貨物自動車の事故事例等をご紹
介します。会員事業者各社のドライバー教育や、事故防止教育等にご活用いただきますよう、よろしくお
願い申し上げます。（引用：独立行政法人自動車事故対策機構　https://www.nasva.go.jp/fusegu/kikentruck.html）

各社ドライバー教育にご活用ください



Apr 2025 19



NPO法人 ヘルスケアネットワーク（OCHIS）
OCHIS
お知らせ
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近 畿 共 済
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自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を
近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています

お問い合わせ・ご連絡は当組合営業課 ０６－６９６５－２８２４



大 貨 健 保
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大貨特退共のページ

口数
月額
掛金

加入年数

２口

1,000円

４口

2,000円

６口

3,000円

８口

4,000円

10口

5,000円

20口

10,000円

30口

15,000円

40口

20,000円

60口

30,000円

１年

２

３

４

５

10

20

30

4,100

23,600

35,300

48,000

60,100

121,100

253,200

391,600

8,200

47,200

70,600

96,000

120,200

242,200

506,400

783,200

12,300

70,800

105,900

144,000

180,300

363,300

759,600

1,174,800

16,400

94,400

141,200

192,000

240,400

484,400

1,012,800

1,566,400

20,500

118,000

176,500

240,000

300,500

605,500

1,266,000

1,958,000

41,000

236,000

353,000

480,000

601,000

1,211,000

2,532,000

3,916,000

61,500

354,000

529,500

720,000

901,500

1,816,500

3,798,000

5,874,000

82,000

472,000

706,000

960,000

1,202,000

2,422,000

5,064,000

7,832,000

123,000

708,000

1,059,000

1,440,000

1,803,000

3,633,000

7,596,000

11,748,000

【特定退職金共済制度について】

〒536－0014 大阪市城東区鴫野西２丁目11番２号

        　　電　話　０６－６９６５－２２３０

        　　ＦＡＸ　０６－６９６５－２２３１

　住友生命保険相互会社(64.3％）[事務幹事]
　日本生命保険相互会社(31.2％）
　明治安田生命保険相互会社(4.5％）
委託保険会社に、委託割合に応じた運用を委託しております。

なお、委託保険会社および委託割合は変更されることがあります。

(上記の委託保険会社および委託割合は令和6年3月現在のものです｡)
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近畿運輸局からのお知らせ
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近畿運輸局関係人事異動
－令和７年４月１日付－
（当協会関係一部抜粋）

近畿運輸局
役　　職 新　任 旧　任

自動車交通部次長 河原正明 山本康彦

自動車技術安全部長 佐藤健二 野中秀紀

自動車技術安全部保安・環境課長 山崎信一 浦部勝弘

自動車技術安全部整備課長 福永清治 竹内弘明

自動車技術安全部管理課長 日高政美 北村正次

自動車監査指導部長 田辺剛敏 戸田辰司

自動車監査指導部次長 村田全央 早水研人

大阪運輸支局
役　　職 新　任 旧　任

大阪運輸支局長 本田泰彦 岡本　昇

大阪運輸支局次長 早水研人 渡邊靖基

首席運輸企画専門官［総務企画］ 田中郁代 釈迦戸久夫

首席陸運技術専門官（上席自動車検査官）
［検査整備保安］

西野浩史 福永清治

首席運輸企画専門官［輸送］
（トラック・物流荷主特別対策室併任）

尭原岳志 中村洋一

首席運輸企画専門官［監査（貨物）］ 判治弘章 生島　稔
（陸運技術専門官
［検査整備保安］併任）



適正化事業部からのお知らせ
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２０２５年度 貨物自動車運送事業安全性評価事業
（Gマーク）の申請について

１．申請案内の公開（２０２５年５月上旬以降の予定）
①更新ハガキ →　5月中旬から下旬頃に（公社）全日本トラック協会から郵送（予定）

②Ｗｅｂ申請 →　 説明動画（You Tube）が５月下旬頃に（公社）全日本トラック

協会のＨＰ配信予定

③Ｗｅｂシステム稼働 →　6月上旬頃（予定）

２．申請方法（申請方式によって申請の仕方が異なります）

Ｗｅｂもしくは郵送申請のみとなります。
・Ｗｅｂ申請（Ｗｅｂのみで完結）

◎  1 回目～ 5回目の更新（申請方式 B、E方式）は、Ｗｅｂ申請システムによる受付のみで、

郵送による申請は不要となります。

・郵送申請（Ｗｅｂ申請システム作成後、申請書＋書類を郵送）
◎ Ｗｅｂ申請システム作成後、申請書を印刷し、「安全性に対する取組の積極性」に係

る書類と同封して郵送ください。新規申請、1 回目～ 5 回目の更新（申請方式 A、C

方式）を申請の場合は、「安全性に対する取組の積極性」の挙証書類の提出があるため、

申請の際は、①第 1号様式または第 6号様式の申請書、②自認書（第２号様式）、③「安

全性に対する取組の積極性」の資料等をファイルに入れて、下記の送付先へ郵送して

ください

（資料を郵送する際には一般書留郵便、簡易書留郵便、レターパックプラス、信書便

（信書用宅配便）など荷物追跡が可能な方法で発送してください）

３．受付期間
２０２５年７月１日 (火 ) ～７月１４日 (月 ) （土日除く、ただし申請システムは土日も稼働）

※郵送の場合、７月１４日 (月 ) 必着

４．送付先およびお問い合わせ先
〒 536-0014　大阪府大阪市城東区鴫野西 2 丁目 11 番 2号

（一社）大阪府トラック協会　適正化事業部　

電話　０６-６９６５- ４０２４　ＦＡＸ　０６-６９６５- １９０２

５．その他
※申請期間中は電話及び受付業務が大変混雑するため、申請書類のチェック、
　お問い合わせについては、６月末までにお願い致します。

７月は書類の確認を行いませんので、ご協力のほどよろしくお願い致します。
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スタンド平均 ローリー平均 カード平均
133.38 121.07 128.77

■単純集計表

元売別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
E N E O S 132.50 120.36 124.01
出光昭和シェル 147.50 121.68 133.00
キ グ ナ ス
コ ス モ 137.05 121.13 129.05
そ の 他 129.78 121.17 131.14

■元売別集計表

月間購入量別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
3 0キロリットル未満 136.00 121.50 129.13
30～50キロリットル未満 132.00 120.11 126.20
50～100キロリットル未満 126.24 121.01
10 0キロリットル以上 129.60 119.55

■月間購入量別集計表

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
30日未満 138.20 121.47 126.70
30～60日未満 132.36 120.57 129.06
60日以上 151.90 123.66

■支払期限別集計表

全ト協調べ
※消費税抜き価格です

大ト協調べ
軽油「元売別」購入価格表（1ℓ当たり） 

（2025年2月度）
※消費税抜き価格です

項目

元売別
ス　タ　ン　ド　買　い ロ　ー　リ　ー　買　い

  平均（円）   最低（円）   平均（円）   最低（円）
エ ネ オ ス 138. 3 126. 0 116. 9 94. 6
出 光 134. 7 126. 0 124. 6 118. 3
昭 和 シ ェ ル 136. 8 126. 0 120. 6 118. 7
モ ー ビ ル
エ ッ ソ 121. 0 121. 0
ゼ ネ ラ ル 121. 0 121. 0
キ グ ナ ス
コ ス モ 137. 7 125. 5 121. 4 119. 0
そ の 他 129. 4 122. 0 117. 0 98. 0
全 　 　 　 社 （加重平均値）134. 9 （最低価格）122. 0 （加重平均値）119. 4 （最低価格）94. 9

スタンド平均 ローリー平均 カード平均
2024年10月 128.45 114.53 124.90
2024年11月 127.70 114.54 125.71
2024年12月 129.28 115.61 124.75
2025年１月 132.01 120.25 127.23
2025年２月 133.38 121.07 128.77

■軽油価格推移表

近畿地区軽油価格調査集計表（2025年2月分）



近畿の交通規制情報（規制終了が早い順に掲載しています）
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近畿の交通規制情報（規制終了が早い順に掲載しております）

●実施中（令和7年4月中旬まで）
吹田SA（上り線）ガスステーション　営業休止

●5月18日
堺筋（日本橋筋商店街アーケード沿い、恵美須入路交差点北詰から日本橋3丁目南交差点南詰まで約600メ
ートル）

●実施中（令和7年5月30日まで）
神戸淡路鳴門自動車道　淡路島南 IC～鳴門北 IC（下り線）　昼夜連続車線規制

●実施中（令和7年10月下旬まで）
国道176号　十三バイパス（北行き一方通行）　終日車線規制

●実施中（終了未定）
国道26号堺市フェニックス通り　住吉橋付近　車線規制

●実施中（終了未定）
関西国際空港連絡橋　りんくうJCT～関西国際空港 IC( 上下線 )　車線規制

軽油購入価格推移表（平均値）

その他の道路規制や最新情報は当協会HPや
各道路会社HPの道路規制情報をご覧ください

（一社）大阪府トラック協会
道路規制情報ページ



SNS更新中 !!

新米トラガール　ひかりちゃん新米トラガール　ひかりちゃん
作 /たぁちゃん

連　載 ４コマ漫画
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いつもご覧いただきありがとうございます。今回の4コマ漫画はトラの助が
小さな子供をいじめているとつばさちゃんが「勘違い」（名前もトラジロー
と勘違い）されているストーリーとなっていますが、労働の現場でも勘違
いからヒドイ誤解を生み、その結果大きなトラブルに発展するケースがあ
ります。そうです！「各種ハラスメント等」です。ここで「等」とわざわざ
記載したのは、モラルハラスメントから派生し、様々なハラスメントが存在
するためです。パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハ
ラスメント、スメルハラスメント、マタニティハラスメント（正式には「妊娠・
出産・育児休業等に関するハラスメント」という）など本当に今の時代な
んでもハラスメントと付けたがる風潮です。しかし、法律的に定義されて
いるのは、「パワーハラスメント（労働施策総合推進法第 30 条第 2項）」、
「セクシャルハラスメント（男女機会均等法第 11 条、他多数）」、「マタ
ニティハラスメント（育児介護休業法第 10 条、男女機会均等法第 9条
第 3項）」であり、スメルハラスメントやカスタマーハラスメント（東京都
の条例はあるが法律ではない）は法律の根拠がないハラスメントです。ハ
ラスメントの定義を一つとっても勘違いしている人はたくさんいますので、
今回このコラムを読んだ方々は誤解しないようにしましょう。そして、勘違
いが多いハラスメントとして、パワーハラスメントは挙げられますが、何で
もかんでも「パワハラや！」と言っている現場に遭遇することは無いですか？
皆さんよく、「私がハラスメントと感じたらハラスメントなんや！」と堂 と々
仰る方も本当に多いです。労働施策総合推進法第 30 条第 2項の条文は
「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であ
つて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働
者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措
置を講じなければならない。」となっておりますが、重要な要素は「優越
的な関係を背景」、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」、「労働
者の就業環境が害される」という点です。そして、「優越的な関係を背景」
は上司から部下だけではなく、部下から上司へのハラスメント（小規模な
会社では従業員から経営者に対して）も対象となります。何でもかんでも
困ったときの「パワハラや！」じゃないということをきちんと理解しておいて
ください。以上、今回は「勘違い」から発生する様々な誤解の例として
ハラスメントに関してご紹介させていただきました。みなさん、正しい理解
をして日々の業務に邁進しましょう！

社会保険労務士法人
X-Y-Z パートナークリエイト．特定社労士 戸川一秋

ぜひ、チェック＆フォロー
お願いします♬

YouTube

エックス Instagram

大阪府トラック協会

TikTok
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区　分

年　月

一　　般　　講　　習 基 礎 講 習 特 別 講 習

開催回数 受講者数と区分 開催回数 受講者数 開催回数 受講者数運行管理者 補助者等 計
令和 7 年２月 4 106 16 122 0 0 0 0

令和6年度累計 36 1,549 346 1,895 5 408 2 38

（令和７年２月末現在）◎運行管理者等指導講習業務

（令和７年２月末現在）◎適性診断業務
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○ＪＲ大阪環状線・・・・・・
　　「京橋」南出口徒歩約１０分・
　　「大阪城公園」徒歩約１０分

○ＪＲ東西線・・・・・・・・・・
　　「京橋」南出口徒歩約１０分・
　　「鴫野」徒歩約１５分

○ＪＲおおさか東線・・・・・・・
　　「鴫野」徒歩約１５分

○京阪本線・・・・・・「京橋」徒歩約１５分

○大阪メトロ長堀鶴見緑地線・・・
　　「大阪ビジネスパーク」徒歩約１０分・
　　「京橋」徒歩約２０分

○大阪メトロ今里筋線・・・・・
　　「鴫野」徒歩約１５分

増･減車区分
事　　　前　　　届　　　出

件　　　　数 台　　　　数
12月 １月 ２月 12月 １月 ２月

特別積合せ
増　　車 0 0 0 0 0 0
減　　車 0 0 0 0 0 0

一　　　般
増　　車 （6）524 （9）490 474 （26）939 （33）803 767
減　　車 499 484 498 886 762 761

特　　　定
増　　車 0 0 0 0 0 0
減　　車 0 0 0 0 0 0

合　　　計
増　　車 （6）524 （9）490 474 （26）939 （33）803 767
減　　車 499 484 498 866 762 761

（最近３カ月）
府下営業用トラック増・減車状況

※ (  　) 新規許可内数（大阪運輸支局調べ）　　　　　　　　※（　　）新規許可　タクデリ：0件（0台）

区　分

年　月

受　　　　診　　　　者　　　　数
任　　　意 義　　　　　　務 合　　計一 般 特 別 初 任 適 齢 特定Ⅰ 特定Ⅱ

令和 7 年２月 674 0 235 58 10 0 977

令和6年度累計 7,397 2 3,156 654 83 4 11,296





大阪府自動車交通事故防止実行会
大 阪 府 警 察 本 部 交 通 部

みなさんのご協力をお願いします
カチッとね　ベルトが守る　その笑顔

４月の安全運転実践目標



注： 件数は事業用貨物自動車が１当となった事故件数、死傷者数はその事故により生じた
全死傷者数を計上。

● 各年の12月末までの確定値
年

区　分 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

件 数 1,677 1,879 1,916 1,802 1,793

死 者 数 17 22 15 19 13

負 傷 者 数 1,970 2,207 2,258 2,158 2,124

● 各年の2月末までの確定値
年

区　分 令和３年 令和4年 令和 5年 令和 6年 令和 7年

件 数 239 240 250 250 254

死 者 数 2 1 5 1 4

負 傷 者 数 276 274 288 295 305

● 各年の2月中の確定値
年

区　分 令和３年 令和4年 令和 5年 令和 6年 令和 7年

件 数 122 115 127 134 139

死 者 数 1 1 0 1 3

負 傷 者 数 138 134 154 153 173

事業用貨物自動車の交通事故発生状況



（４－1）

通　報 大ト協第４号
令 和７年４月

各 　 　 位
一般社団法人 大阪府トラック協会

会  長　坂　田　喜　信

自動車安全運転センターが交付する 
「運転記録証明書」発行手数料の助成について 

（ ご 案 内 ） 



（４－2）



（５－1）

通　報 大ト協第５号
令 和７年４月

各 　 　 　 位
一般社団法人 大阪府トラック協会

会  長　坂　田　喜　信

令和７年度 初任運転者に対する「安全運転の実技」研修の実施について 

（ ご案内）



（５－2）



（５－3）



（５－4）



（５－5）



（５－6）



（６－1）

通　報 大ト協第６号
令 和７年４月

各 　 　 　 位
一般社団法人 大阪府トラック協会

会  長　坂　田　喜　信

「適性（一般）診断」受診料助成について 
（ ご 案 内 ） 



（６－2）



（７－1）

通　報 大ト協第７号
令 和７年４月

各 　 　 　 位
一般社団法人 大阪府トラック協会

会  長　坂　田　喜　信

「運行管理者・基礎講習」受講料の一部助成について 
（ ご 案 内 ） 



（７－2）



（７－3）



（７－4）



（７－5）



（８－1）

通　報 大ト協第８号
令 和７年４月

会 　 　 員 　 殿

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　坂　田　喜　信

若年ドライバー等確保のための運転免許取得助成制度について 
（ ご 案 内 ） 



（８－2）



（８－3）



（８－4）



（９－1）

通　報 大ト協第９号
令 和７年４月

会 　 　 員 　 殿

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　坂　田　喜　信

自動点呼機器・ＤＸ導入促進助成制度について 
（ ご 案 内 ） 



（９－2）



（９－3）



（９－4）



（10－ 1）

通　報 大ト協第１０号
令 和７年４月

会 　 　 員 　 殿

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　坂　田　喜　信

血圧計導入促進助成制度について 
（ ご 案 内 ） 



（10－ 2）



（10－ 3）



（10－ 4）



令和７年度 整備管理者選任   前  研修 開催のご案内 

（大阪府トラック協会 会員限定） 



（1－1）

陸災防通報 陸災防大第１号
令  和 ７ 年 ４ 月

各　　　　位
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　坂　田　喜　信

「熱中症予防対策セミナー」開催のご案内 
 ～ 衛生管理者・安全衛生推進者向け講習会 ～ 



（1－2）



（2－1）

陸災防通報 陸災防大第２号
令  和 ７ 年 ４ 月

各　　　　位
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長　坂　田　喜　信

エイジフレンドリーガイドライン 

「高年齢労働者のための安全な職場づくり」セミナー 



（2－2）
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